
図表１　非上場株式の有利発行による増資

課税関係
旧株主と引
受者の関係

区　分
増資による持株割
合の変動の有無

な　し――な　し

所得税（一時所得）
（所法３６②、所令８７）

―非同族会社

あ　り 非親族間
同族会社

贈与税親族間

（注）新株交付の目的が給与又は退職手当等の場合には、給与所得（賞与）又は退職所得とし
て所得税の課税対象となる。

図表２　非上場株式の低額譲渡

譲受者に対する課税譲渡者に対する課税
譲
受
者

譲
渡
者

時価と譲受対価との差額に対し、「みな
し贈与」課税（相法７）

実際の譲渡対価を収入金額として譲
渡所得課税
（注）譲渡対価が時価の２分の１未
満の場合でも、みなし譲渡課税の適
用はないが、譲渡損失が生じた場合
のその損失はないものとみなされ
る。（所法５９②）

個　

人

個　

人

時価と譲受対価との差額に対し、受贈
益課税（法法２２）

①譲渡対価が時価の２分の１以上の
場合→実際の譲渡対価を収入金額
として譲渡所得課税（所法３３②、３６
①）
②譲渡対価が時価の２分の１未満の
場合→時価を収入金額として「み
なし譲渡」課税（所法５９、所令１６９）

法　

人

時価と譲受対価との差額に対し、一時
所得（又は給与所得）課税
（所法２８、３４）

①時価と帳簿価額との差額につき、
譲渡益課税
②時価と譲渡対価との差額は、寄附
金又は給与（賞与）（法法３４，３７）

個　

人
法
人

時価と譲受対価との差額に対し、受贈
益課税（法法２２）

①譲渡対価と帳簿価額との差額につ
き、譲渡益課税
②時価と譲渡対価との差額は、寄附
金（法法２２，３７）

法
人

法基通４－１－６に基づく評価
　事実が生じた時における株式の価額につき財産評価基本通達の取引相場のない株式の評
価の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によること
を条件としてこれを認める。
①株式等の譲渡者が「中心的同族株主」である場合には、その株式の発行法人は常に「小
会社」に該当するものとして評価
②純資産方式で評価する場合において、株式の発行法人が土地（借地権を含む）と上場有
価証券を有する場合には、事業年度終了時の「時価」により評価
③純資産価額方式による評価の場合には、法人税額等相当額の控除は行わない

公開途上にあるもの

証券取引所又は日本証券業協会の内規に
よって行われる入札により決定される入札
後の公募等の価格等を参酌して通常取引さ
れると認められる価額

売買実例のないものでその株式等

の発行法人と事業の種類、規模、

収益の状況等が類似する他の法人

の株式等の価額があるもの

当該価額に比準じて推定した価額

上記以外の場合

事実が生じた日又は同日に最も近い日にお
けるその株式等の発行法人の１株又は１口
当たりの純資産価額等を参酌して通常取引
されると認められる価額

図表３　法基通４－１－５　上場有価証券等以外の株式の価額

売買実例のあるもの
事実が生じた日前６月間において売買の行
われたもののうち適正と認められるものの
価額

所基通５９－６に基づく評価
　原則として、次によることを条件に財産評価基本通達の取引相場のない株式の評価に準
じて算定した価額
①「同族株主」の判定は、株式の譲渡者のその譲渡直前の持株割合
②株式等の譲渡者が「中心的同族株主」である場合には、その株式の発行法人は常に「小
会社」に該当するものとして評価
③純資産方式で評価する場合において、株式の発行法人が土地（借地権を含む）と上場有
価証券を有する場合には、譲渡又は贈与時の「時価」により評価
④純資産価額方式による評価の場合には、法人税額等相当額の控除は行わない

公開途上にあるもの

証券取引所又は日本証券業協会の内規に
よって行われる入札により決定される入札
後の公募等の価格等を参酌して通常取引さ
れると認められる価額

売買実例のないものでその株式等

の発行法人と事業の種類、規模、

収益の状況等が類似する他の法人

の株式等の価額があるもの

当該価額に比準じて推定した価額

上記以外の場合

権利行使日等又は権利行使日等に最も近い
日におけるその株式等の発行法人の１株又
は１口当たりの純資産価額等を参酌して通
常取引されると認められる価額

図表４　所基通２３～３５共－９株式等を取得する権利の価額（上場有価証券等以外）

売買実例のあるもの
最近において売買の行われたもののうち適
正と認められる価額
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非非上上場場株株式式のの取取引引価価額額とと問問題題点点

は
じ
め
に

租
税
の
計
算
要
素
と
し
て
、

資
産
の
時
価
を
用
い
る
場
合
が

よ
く
あ
る
。
時
価
の
算
定
が
必

要
な
場
合
と
は
相
続
税
・
贈
与

税
に
お
け
る
課
税
価
格
、
無
償

・
低
額
取
引
に
係
る
所
得
税
・

法
人
税
の
所
得
金
額
な
ど
の
課

税
標
準
の
計
算
で
あ
る
。
し
か

し
、
資
産
の
う
ち
市
場
に
流
通

し
、
市
場
価
値
が
形
成
さ
れ
て

い
る
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。

非
上
場
株
式
に
つ
い
て
は
、
勿

論
、
そ
の
相
対
的
な
市
場
価
値

は
存
在
し
な
い
の
で
、
取
引
価

額
（
時
価
）
の
算
定
は
税
務
上

問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ

こ
で
、
非
上
場
株
式
の
取
引
等

に
つ
い
て
課
税
関
係
及
び
時
価

を
確
認
す
る
と
共
に
非
上
場
株

式
等
の
取
引
価
額
等
に
つ
い
て

争
わ
れ
た
第
一
不
動
産
事
件
を

検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

非
上
場
株
式
の
取
引
に

係
る
課
税
関
係

非
上
場
株
式
に
関
す
る
取
引

で
取
引
対
価
と
時
価
と
の
差
額

に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、

利
害
関
係
人
間
に
お
け
る
非
上

場
株
式
の
有
利
発
行
に
よ
る
増

資
や
低
額
譲
渡
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
税
関
係
を
ま
と
め

る
と
図
表
１
・
２
の
よ
う
に
な

る
。

非
上
場

株
式
の

時
価

課
税
の
基
準
と
な
る
非
上
場

株
式
の
時
価
は
、
客
観
的
交
換

価
値
で
あ
る
。
贈
与
税
の
課
税

の
場
合
に
は
財
産
評
価
基
本
通

達
に
よ
る
相
続
税
評
価
額
で
あ

り
、
所
得
税
や
法
人
税
の
課
税

の
場
合
に
は
、
通
常
の
取
引
価

額
で
あ
る
。
こ
の
通
常
の
取
引

価
額
と
は
純
然
た
る
第
三
者
間

に
お
け
る
取
引
の
場
合
に
は

種
々
の
経
済
性
を
考
慮
し
て
決

定
さ
れ
た
価
額
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
は
一
定
の
留

保
条
件
を
前
提
に
財
産
評
価
基

本
通
達
の
取
扱
い
の
準
用
を
認

め
て
い
る
。

非
上
場
株
式
の
時
価
に
つ
い

て
法
人
税
法
基
本
通
達
４
―
１

―
５
及
び
４
―
１
―
６
並
び
に

所
得
税
法
基
本
通
達
２３
〜
３５
共

―
９
と
５９
―
６
に
お
い
て
図
表

３
・
４
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

法
人
税
も
所
得
税
も
ほ
ぼ
同

様
に
規
定
し
て
い
る
が
、
財
産

評
価
基
本
通
達
の
準
用
に
係
る

留
保
条
件
の
う
ち
「
財
産
評
価

基
本
通
達
１
８
８
の
（
１
）
に
定

め
る
『
同
族
株
主
』
に
該
当
す

る
か
は
、
株
式
等
を
譲
渡
又
は

贈
与
し
た
個
人
の
当
該
譲
渡
又

は
贈
与
直
前
の
保
有
株
式
数
に

よ
り
判
定
す
る
こ
と
」（
所
基

通
５９
―

６
（
１
）
）
と

い

う

条

件

が
所
得
税
基
本
通
達
に
し
か
な

い
。
し
か
し
、
法
人
税
基
本
通

達
逐
条
解
説
（
税
務
研
究
会
）
に

お
い
て
平
成
６
年
１０
月
発
行
版

ま
で
は
「
意
図
的
に
分
割
し
て

行
う
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
原

則
と
し
て
そ
の
売
買
取
引
の
株

数
単
位
で
（
す
な
わ
ち
、
買
手

側
の
立
場
に
立
っ
て
）
本
通
達

に
よ
る
評
価
の
特
例
を
準
用
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
財
産

評
価
基
本
通
達
同
様
に
譲
渡
又

は
贈
与
後
の
持
株
割
合
に
よ
る

原
則
的
評
価
方
式
と
特
例
評
価

方
式
の
判
定
を
解
説
し
て
い
た

が
、
そ

の

後

平

成
１１
年
６
月

発
行
版
以
降
は
同
解
説
が
削
除

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
法

人
税
に
お
い
て
も
同
族
株
主
に

該
当
す
る
か
は
、
所
得
税
基
本

通
達
同
様
に
譲
渡
等
直
前
の
保

有
株
数
に
よ
り
判
定
を
し
て
い

い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

法
人
税
額
等
相
当
額
の
控
除

の
不
適
用
に
つ
い
て

純
資
産
価
額
方
式
に
よ
る
評

価
差
額
に
対
し
法
人
税
額
等
相

当
額
の
控
除
に
つ
い
て
争
わ
れ

た
第
一
不
動
産
事
件
に
つ
い

て
、
検
討
し
て
み
る
。

同
事
件
が
発
生
し
た
昭
和
６２

年
当
時
の
通
達
に
お
い
て
は
、

無
条
件
に
法
人
税
額
等
の
控
除

が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
一
審
判
決
は
、
法
人
が
存

続
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
新

株
発
行
及
び
株
式
譲
渡
が
行
わ

れ
て
い
る
の
で
、
法
人
税
額
等

相
当
額
を
控
除
す
る
こ
と
は
合

理
性
を
欠
く
旨
判
示
し
て
い

る
。
控
訴
審
に
お
い
て
も
法
人

税
額
等
の
控
除
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

平
成
１７
年
１１
月
８
日
最
高
裁

（
三
小
）
の
判
決
は
、
法
人
税

額
等
相
当
額
の
控
除
の
趣
旨
を

「
個
人
が
財
産
を
直
接
所
有

し
、
支
配
し
て
い
る
場
合
と
、

個
人
が
当
該
財
産
を
会
社
を
通

じ
て
間
接
的
に
所
有
し
、
支
配

し
て
い
る
場
合
と
の
評
価
の
均

衡
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
評
価

の
対
象
と
な
る
会
社
が
現
実
に

解
散
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
。
」
と
一
審
及
び
控
訴
審

と
同
様
で
あ
る
旨
及
び
「
営
業

活
動
を
順
調
に
行
っ
て
存
続
し

て
い
る
会
社
の
株
式
の
相
続
及

び
贈
与
に
係
る
相
続
税
及
び
贈

与
税
の
課
税
に
お
い
て
も
、
法

人
税
額
等
相
当
額
を
控
除
し
て

当
該
会
社
の
１
株
当
た
り
の
純

資
産
価
額
を
算
定
す
る
こ
と

は
、
一
般
的
に
合
理
性
が
あ
る

も
の
と
し
て
、
課
税
実
務
の
取

扱
い
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
」
旨
を
判
示
し
て

い
る
。
ま
た
、「
営
業
活
動
を

順
調
に
行
っ
て
い
る
会
社
の
株

式
で
あ
っ
て
も
、
法
人
税
額
等

相
当
額
を
控
除
し
て
算
定
さ
れ

た
１
株
当
た
り
の
純
資
産
価
額

は
、
昭
和
６２
年
当
時
に
お
い

て
、
一
般
に
は
通
常
の
取
引
に

お
け
る
当
事
者
の
合
理
的
意
思

に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
所

得
税
基
本
通
達
（
平
成
１０
年
課

法
８
―
２
、
課
所
４
―
５
に
よ

る
改
正
前
の
も
の
）
２３
〜
３５
共

―
９
（
４
）
に
い
う
「
１
株
当

た
り
の
純
資
産
価
額
等
を
参
酌

し
て
通
常
取
引
さ
れ
る
と
認
め

ら
れ
る
価
額
」
に
当
た
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
る
上
記
「
１
株
当
た

り
の
純
資
産
価
額
等
を
参
酌
し

て
通
常
取
引
さ
れ
る
と
認
め
ら

れ
る
価
額
」
に
よ
っ
て
株
式
の

価
額
を
評
価
し
て
所
得
の
金
額

を
計
算
す
る
こ
と
は
、
所
得
税

法
及
び
所
得
税
法
施
行
令
の
解

釈
と
し
て
合
理
性
を
有
す
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
下
級

審
の
判
断
に
は
法
令
違
反
が
あ

る
と
し
て
、
本
件
株
式
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
法
人
税
額
等
相

当
額
を
控
除
後
の
純
資
産
価
額

と
類
似
業
種
比
準
価
額
と
低
い

方
を
も
っ
て
評
価
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
、
原
審
に
差
し
戻
し

て
い
る
。

ま
た
、
旺
文
社
事
件
に
対
す

る
平
成
１８
年
１
月
２４
日
最
高
裁

（
三
小
）
判
決
も
純
資
産
価
額

方
式
に
よ
る
評
価
差
額
に
対
し

法
人
税
額
等
相
当
額
の
控
除
に

つ
い
て
第
一
不
動
産
事
件
と
同

様
の
趣
旨
か
ら
原
審
へ
差
し
戻

し
を
し
て
い
る
。

今
後
の
法
人
税
額
等
相
当
額

の
控
除
に
つ
い
て

第
一
不
動
産
事
件
の
最
高
裁

判
決
が
昭
和
６２
年
当
時
の
適
用

関
係
通
達
で
法
人
税
額
等
の
控

除
が
無
条
件
に
適
用
さ
れ
、
か

つ
、
課
税
実
務
上
定
着
し
て
い

た
こ
と
を
前
提
に
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
れ
ば
、
現
行
の
所
得
税

法
・
法
人
税
法
等
の
解
釈
に
影

響
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、本
件
判
決
は
法
人
税
額
等
の

控
除
の
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
純

資
産
価
額
方
式
に
よ
る
非
上
場

株
式
の
評
価
額
の
計
算
上
法
人

税
額
等
相
当
額
を
控
除
す
る
こ

と
は
、
所
得
税
法
及
び
所
得
税

法
施
行
令
の
解
釈
と
し
て
合
理

性
を
有
し
て
い
る
と
判
示
し
て

お
り
、
こ
れ
が
現
行
の
法
令
上

の
時
価
の
解
釈
と
し
て
適
法
と

し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
現
行
の

関
係
通
達
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も

最
高
裁
は
本
件
に
つ
き
、
東
京

高
等
裁
判
所
に
差
し
戻
し
を
し

て
お
り
、
高
等
裁
判
所
の
判
断

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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